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衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
デ
ジ
タ
ル
庁
の
諸
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
中
谷
一
馬
君
提
出
デ
ジ
タ
ル
庁
の
諸
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

令
和
三
年
九
月
一
日
時
点
に
お
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常
駐
の
職
員
（
同
庁
の
業
務
が
主
た
る
公
務
で
あ
る
同
庁
の
職
員

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
数
は
、
五
百
七
十
一
人
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
人
事
交
流
に
よ
る
採
用
、
転
任
等
を
含
む
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和

三
年
九
月
か
ら
令
和
四
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
人
事
院
規
則
八

一
二
（
職
員
の
任
免
）
第
四
条
に
規
定
す
る
採
用
、
転
任

又
は
併
任
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常
駐
の
職
員
と
な
っ
た
者
（
同
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
期
間
業
務
職
員
（
以
下
「
期

間
業
務
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
を
し
、
同
年
四
月
一
日
に
採
用
さ

れ
た
者
を
除
く
。
）
の
数
は
、
八
百
四
十
二
人
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
そ
の
う
ち
省
庁
か
ら
出
向
し
て
い
る
職
員
数
、
民
間
出
身
の
職
員
数
、
新
規
学
校
卒
業
者
の
職
員
数
、

そ
の
他
の
職
員
数
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
常
勤
国
家
公
務
員
出
身
又
は
常
勤
地
方
公
務

員
出
身
の
者
（
以
下
「
公
務
員
出
身
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
五
百
人
、
常
勤
国
家
公
務
員
出
身
又
は
常
勤
地
方
公
務



 

２ 

 

員
出
身
で
は
な
い
者
（
国
家
公
務
員
採
用
試
験
合
格
者
の
中
か
ら
デ
ジ
タ
ル
庁
が
採
用
し
た
者
並
び
に
事
務
補
助
職
員
及
び

技
能
職
員
を
除
く
。
）
（
以
下
「
民
間
出
身
の
職
員
」
と
い
う
。
）
の
数
は
二
百
六
十
九
人
、
国
家
公
務
員
採
用
試
験
合
格

者
の
中
か
ら
デ
ジ
タ
ル
庁
が
採
用
し
た
者
の
数
は
十
二
人
、
事
務
補
助
職
員
及
び
技
能
職
員
（
以
下
「
事
務
補
助
職
員
等
」

と
い
う
。
）
の
数
は
六
十
一
人
で
あ
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

令
和
三
年
九
月
か
ら
令
和
四
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常
駐
の
職
員
の
う
ち
退
職
（
期
間
業
務
職
員
が
、
同

年
三
月
三
十
一
日
に
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
を
し
、
同
年
四
月
一
日
に
採
用
さ
れ
た
場
合
の
当
該
任
期
満
了
に
よ
る
退
職
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
た
者
の
数
は
四
十
三
人
で
あ
り
、
こ
れ
は
四
に
つ
い
て
で
述
べ
る
任
期
満
了
で
退
職
を
し
た
者

の
人
数
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
四
十
三
人
の
う
ち
、
公
務
員
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
二
人
、
民
間
出
身
の

職
員
で
あ
っ
た
者
は
二
十
八
人
、
事
務
補
助
職
員
等
で
あ
っ
た
者
は
十
三
人
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
契
約
任
期
」
及
び
「
契
約
期
間
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
国
家
公
務
員
の

任
用
は
、
雇
用
契
約
で
は
な
く
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
等
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ



 

３ 

 

る
も
の
で
あ
り
、
令
和
三
年
九
月
か
ら
令
和
四
年
五
月
ま
で
の
間
に
任
期
満
了
を
迎
え
る
予
定
で
あ
っ
た
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常

駐
の
職
員
の
う
ち
、
任
期
満
了
前
に
退
職
を
し
た
者
の
数
は
三
人
で
、
そ
の
う
ち
、
民
間
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
一
人
、

事
務
補
助
職
員
等
で
あ
っ
た
者
は
二
人
で
あ
る
。
ま
た
、
同
期
間
に
任
期
満
了
を
迎
え
る
予
定
で
あ
っ
た
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常

駐
の
職
員
の
う
ち
、
任
期
満
了
で
退
職
を
し
た
者
の
数
は
三
十
四
人
で
、
そ
の
う
ち
、
公
務
員
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は

二
人
、
民
間
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
二
十
三
人
、
事
務
補
助
職
員
等
で
あ
っ
た
者
は
九
人
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
期
間

に
任
期
満
了
を
迎
え
る
予
定
で
あ
っ
た
デ
ジ
タ
ル
庁
の
常
駐
の
職
員
の
う
ち
、
任
期
を
更
新
し
た
者
の
数
は
十
六
人
で
、
そ

の
う
ち
、
公
務
員
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
九
人
、
民
間
出
身
の
職
員
で
あ
っ
た
者
は
七
人
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

国
家
公
務
員
出
身
の
人
材
に
つ
い
て
関
係
府
省
庁
の
協
力
を
得
な
が
ら
確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
や
民
間
企

業
か
ら
も
人
材
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
職
員
を
十
分
に
確
保
し
て
ま
い
り
た
い
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

個
別
の
人
事
に
関
す
る
検
討
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
石
倉
洋
子
前
デ
ジ
タ
ル
監
の
退
任
理
由
に
つ
い
て
は
、
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本
人
が
退
任
に
当
た
り
、
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日
に
、
「
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
」
（
ｎ
ｏ
ｔ
ｅ
株
式
会
社
が
提
供
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
い

う
。
）
に
お
い
て
、
「
私
は
デ
ジ
タ
ル
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
専
門
家
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
、
「
新
し
い
組
織
に
お
い
て
、
官

民
の
多
様
な
経
験
を
持
つ
人
材
が
活
躍
で
き
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
戦
略
や
組
織
の
活
動
、
そ
れ
も
日
本
の
組
織
だ
け
で

な
く
、
海
外
と
の
交
流
、
協
働
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
私
の
知
見
や
経
験
が
活
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
、
お
引
き
受

け
し
ま
し
た
。
」
、
「
当
初
の
私
の
役
割
を
終
え
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
次
の
世
代
に
引
き
継
ぎ
た
い
と
考
え
て
い
ま
し

た
。
」
及
び
「
こ
れ
ま
で
多
く
の
皆
さ
ん
に
、
色
々
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。 

七
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
候
補
者
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

七
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
政
府
内
部
の
採
用
過
程
に
お
け
る
詳
細
に
関
す
る
こ
と
で
あ
り
、
個
々
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
差

し
控
え
た
い
。 

八
及
び
九
に
つ
い
て 



 

５ 

 

 
 

お
尋
ね
の
「
職
員
の
不
満
に
つ
い
て
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
」
及
び
「
ど
の
よ
う
に
改
善
を
図
る
考
え

か
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
四
月
二
十
二
日
の
参
議
院
地
方
創
生
及
び
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

に
お
い
て
牧
島
国
務
大
臣
が
「
民
間
企
業
で
行
っ
て
い
る
よ
う
な
ワ
ン
・
オ
ン
・
ワ
ン
の
議
論
を
行
う
場
を
つ
く
っ
て
い
る

こ
と
で
す
と
か
、
ま
た
オ
ー
ル
ハ
ン
ズ
、
全
職
員
が
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
集
っ
て
意
見
交
換
を
し
た
り
、
又
は
チ
ャ
ッ
ト
で
情

報
共
有
を
し
た
り
と
い
う
こ
と
も
大
変
盛
ん
に
行
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
内
容
」
に
つ
い
て
は
、
組
織
内
部
の
情
報
で
あ
り
、
現
時
点
で
公
表
す
る
こ
と
は
考
え

て
い
な
い
。 

十
か
ら
十
二
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
最
大
の
成
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
長
は
内
閣
総
理
大

臣
で
あ
り
、
同
庁
に
お
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
の
統
括
の
下
、
目
指
す
べ
き
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
て
政
府
が
迅

速
か
つ
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
を
明
記
し
た
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点
計
画
」
（
令
和
四
年
六
月
七
日

閣
議
決
定
。
以
下
「
重
点
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
実
行
す
る
な
ど
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
関
す
る
司
令
塔
と
し

て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 



 

６ 

 

十
三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
ど
の
よ
う
な
事
象
に
苦
労
を
し
て
い
る
の
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
デ

ジ
タ
ル
庁
が
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
て
実
施
す
べ
き
施
策
は
重
点
計
画
で
お
示
し
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ

ら
の
施
策
を
着
実
に
実
施
す
る
こ
と
で
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
関
す
る
司
令
塔
と
し
て
社
会
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推

進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。 


